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○疾病・事業ごとの医療体制
・ がん
・ 脳卒中
・ 心筋梗塞等の心血管疾患
・ 糖尿病
・ 精神疾患
・ 救急医療
・ 災害時における医療
・ へき地の医療
・ 周産期医療
・ 小児医療(小児救急含む)

○居宅等における医療

○地域医療構想

○地域医療構想を実現する施策

○病床機能の情報提供の推進

○医療従事者の確保

○医療の安全の確保

○施設の整備目標

○基準病床数 等

医療計画の策定に係る指針等の全体像について

医療提供体制の確保に関する基本方針

基本方針【大臣告示】

医療計画の作成
○ 留意事項

○ 内容、手順 等

疾病・事業別の医療体制

○ 求められる医療機能
○ 構築の手順 等

【法第30条の４第１項】

都道府県は基本方針に即して、かつ地域

の実情に応じて医療計画を定める。

【医療法第30条の８】

厚生労働大臣は、技術的事項について必要な助言ができる。

【医療法第30条の３】

厚生労働大臣は基本方針を定める。

医療計画作成指針【局長通知】

疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制について【課長通知】

医 療 計 画
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『医師確保計画』（＝医療計画に記載する「医師の確保に関する事項」）の策定

医師確保計画を通じた医師偏在対策について

医師偏在指標の大小、将来の需給推計などを
踏まえ、地域ごとの医師確保の方針を策定。

・ 短期的に医師が不足する地域では、医師が多い地域
から医師を派遣し、医師を短期的に増やす方針とする

・中長期的に医師が不足する地域では、地域枠・地元出
身者枠の増員によって医師を増やす方針とする等

医師の確保の方針を踏まえ、目標医師数を達成
するための具体的な施策を策定する。

・ 大学医学部の地域枠を15人増員する

・ 地域医療対策協議会で、医師多数区域のA医療圏
から医師少数区域のB医療圏へ10人の医師を派遣
する調整を行う 等

医師の確保の方針 目標医師数を達成するための施策

(例)

医師の偏在の状況把握

* 2020年度からの最初の
医師確保計画のみ４年

（医療計画全体の見直
し時期と合わせるため）

国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

都道府県による医師の配置調整のイメージ

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師多数区域・医師少数区域の設定

全国の335二次医療圏の医師偏在指標の値を一律に比較し、上位
の一定の割合を医師多数区域、下位の一定の割合を医師少数区
域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。

医師偏在指標の算出

三次医療圏・二次医療圏ごとに、医師の偏在の状況を全国ベースで客
観的に示すために、地域ごとの医療ニーズや人口構成､医師の性年齢
構成等を踏まえた医師偏在指標の算定式を国が提示する。

・ 医療需要（ニーズ）及び
将来の人口・人口構成の変化

・ 患者の流出入等
・ へき地等の地理的条件

・ 医師の性別・年齢分布
・ 医師偏在の種別
（区域、診療科、入院／外来）

（例）

医師多数区域

医師少数区域

都道府県

医師が多い地域から少な
い地域に医師が配置され
るような取組を実施

可視化された客観的な
データに基づき、効果的な
施策立案を実施

３年*ごとに、都道府県において計画を見直し（PDCAサイクルの実施）

全国335医療圏

医師偏在指標

医療圏の順位 335位 334位 333位 ３位 ２位 １位

小 大下位○％
⇒医師少数区域

上位○％
⇒医師多数区域

・・・

背景
・ 人口10万人対医師数は、医師の偏在の状況を十分に反映した指標となっていない。
・ 都道府県が主体的・実効的に医師確保対策を行うことができる体制が十分に整っていない。

医師偏在指標で考慮すべき「５要素」

確保すべき医師の数の目標
（目標医師数）

（三次医療圏、二次医療圏ごとに策定）

医師確保計画策定時に、３年間の計画期間の終
了時点で確保すべき目標医師数を、医師偏在指
標を踏まえて算出する。
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・ 2025年の、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能ご
との医療需要と将来の病床数の必要量、在宅医療等の医療需
要を推計。

○ 地域医療構想

医療計画における主な記載事項

※ ５疾病･･･５つの疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管
疾患、糖尿病、精神疾患）。

５事業･･･５つの事業（救急医療、災害時における医療、
へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急
医療を含む。））。

○ ５疾病・５事業（※）及び在宅医療に関する事項

・ 疾病又は事業ごとの医療資源・医療連携等に関する現状を
把握し、課題の抽出、数値目標の設定、医療連携体制の構築
のための具体的な施策等の策定を行い、その進捗状況等を
評価し、見直しを行う（PDCAサイクルの推進）。

○ 医療従事者の確保

・ 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医師、
看護師等の確保。○ 医療の安全の確保

○ 基準病床数の算定

○ 医療圏の設定

・ 国の指針において、一定の人口規模及び一定の患者
流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設定の考え方を明

示 し、見直しを促進。

・ 病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的
単位として区分。
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地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応について

＜外来医療提供体制の確保＞
① 医療計画に、新たに外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項を記載することとする。（2019年４月１日
施行）

＜外来医療提供体制の協議の場＞

② 都道府県知事は、二次医療圏ごとに外来医療の提供体制に関する事項（地域の外来医療機能の状況や、救急医療
体制構築、グループ診療の推進、医療設備・機器等の共同利用等の方針）について協議する場を設け、協議を行い、
その結果を取りまとめて公表するものとする。（2019年４月１日施行） 4

○ 外来医療については、無床診療所の開設状況が都市部に
偏っており、また、夜間救急連携等の医療機関間の連携の取組
が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられている等の状
況を踏まえると、

基本的な考え方

法律の内容（いずれも医療法改正）

外来医療に関する協議の場を設置

地域医療構想調整会議を活用して
協議を行うことができる

二次医療圏を基本単位として設置

構成員：医療提供者、医療保険者、
住民代表、市町村 等

小児科が必要
夜間・救急体制の構築のためには、
地域の診療所の協力が必要

在宅医療への
対応が必要

（３）地域の医療関係者等において外来医療機関間での
機能分化・連携の方針等について協議を行うことが必要。

（１）外来医療機能に関する情報を可視化し、

（２）その情報を新規開業者等へ情報提供するとともに、

医師偏在の度合いを示す指標の導入

地域ごとの外来医療機能の偏在・不足等の客観的な把握が可能

○ 外来医療機能に関する情報を可視化するため、地域の関係者が提供する

情報の内容（付加情報の追加、機微に触れる情報の削除等）について協議

○ 救急医療提供体制の構築、グループ診療の推進、医療設備の共同利用等

の、地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針についても協議



施行日 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 36年度 37年度

主要事項のスケジュール

医療提供体制
・地域医療構想
・第７次医療計画

三師調査結果公表

主な改正内容

新たな医師の認定制度の
創設

H32.4.1施行

医師確保計画の策定 H31.4.1施行

地域医療対策協議会の役
割の明確化等

公布日施行

地域医療支援事務の追加 公布日施行

外来医療機能の可視化／
評議会における方針策定

H31.4.1施行

都道府県知事から大学に
対する地域枠／地元枠増
加の要請

H31.4.1施行

都道府県への臨床研修病
院指定権限付与

H32.4.1施行

国から専門医機構等に対
する医師の研修機会確保
に係る要請／国・都道府
県に対する専門研修に係
る事前協議

公布日施行

新規開設等の許可申請に
対する知事権限の追加

公布日施行

医師偏在対策法の施行スケジュール公布

第７次医療計画

H31.12公表
（H30年調査）

H33.12公表
（H32年調査）

H35.12公表
（H34年調査）

H37.12公表
（H36年調査）

第８次医療計画

H36.4.1（改正法の施行
日から５年後）を目途
に検討を加える

骨太の方針2017に基づく
見直し時期（※）

※経済・財政再生計画改革工程表 2017改定版（抄） 都道府県の体制・権限の在り方について、地域医療構想調整会議の議論の進捗、2014年の法律改正

で新たに設けた権限の行使状況等を勘案した上で、関係審議会等において検討し、結論。検討の結果に基づいて2020年央までに必要な措置を講ずる。

医師確保について協議する場

医師確保計画に基づく医師偏在対策の実施

事務の追加

医師確保計画
策定作業

地域枠／地元枠の要請の開始

要請／事前協議の開始

指標
策定

計画策定作業 計画に基づく取組の実施

新制度に基づく臨床研修病院・募集定員の指定

認定制度の開始

新たな知事権限の運用開始

５


